
EV充電設備（急速充電器）の導入に関してのetc①

１．急速充電器用の充電インフラサービスを開発し、無償サービス提供！

２．急速充電器用の課金器を開発し、QRコードでのキャッシュレス決済が可能！！

EV充電インフラサービスを事業化される充電設備設置者様向け『 』課金充電インフラシステムです。

充電設備設置者様 ：充電利用サービス料金（1分単位）を充電設備設置者様側にて設定が可能です。
※充電サービス料金を設定でき、日本イーテクノへのサービス料が発生しない為、収益率があがりＥＶ充電インフラサービスの事業化が可能です。
※充電サービス料金は、決済プロバイダより充電設備設置者様に入金されます。（決済プロバイダ契約が必要となります。）
※充電設備設置者様は、EV充電設備にて使用された電気料金（基本料・使用料）のお支払いは発生致します。

：複数拠点の急速充電器の売上管理や稼働状況管理が可能です。

充電サービス利用者 ：充電利用専用アプリケーションを無料ダウンロードしスマートフォンより充電サービスを利用可能です。
※充電利用専用アプリケーションをダウンロード後に利用者登録・決済方法の登録が必要となります。

日本イーテクノ㈱の充電インフラサービスの利点

充電利用専用アプリケーション急速充電器用課金器
㈱日立製作所製

急速充電器シリーズ

３．急速充電器用の充電アプリ（充電利用者用）を開発し、無料ダウンロード提供！！！



EV充電器設置に際しての概算予算

●補助金交付上限（工事）に付きましては、令和6年度補助金の場合、￥1,400,000-（税別）となります。
※年度が替わった場合には、上限金額は変更の可能性があります。

●補助金交付上限（工事）に付きまして、充電器を複数台設置の場合には補助金申請後に補助金額が確定されます。

●補助金申請から補助金交付の流れは「申請⇒交付決定⇒設置工事開始⇒設置工事完了⇒支払い完了⇒実績報告の提出⇒補助金交付」となります。
※補助金は、工事完了（支払い完了）後の交付、その間の立替金となります。
※補助金額は、消費税は対象外となりますのでご注意願います。

※注1 設置工事費 1/1の補助金が交付上限の範囲で認めらた場合の金額となります。

EV充電設備（急速充電器）の導入に関してのetc②

【参考】急速充電器（50KW）導入の概算費用
【補助金利用なしの場合】

【補助金利用の場合】

※注1 ※注1

●急速充電器は、㈱日立製作所製：急速充電器（50KW）HI-QC001-CN41の価格となります。
※同機種は、令和6年度補正 補助金対象充電設備です。

●充電設備設置工事費は、概算となります。（設置台数・設置環境により価格が変わります）

※現地調査後に設置の御提案・御見積をさせて頂きます。

㈱日立製作所製：急速充電器
（50KW）HI-QC001-CN41

急速充電器（50KW） 機器費（標準価格） 設置工事費（概算） 概算予算

1台 ￥5,000,000ー（税別） ￥1,400,000ー（税別） ￥6,400,000ー（税別）

補助金交付金額（工事） 1/1補助

￥1,400,000ー（税別）

補助金交付金額（機器） 1/2補助

￥2,000,000ー（税別）

補助金申請後の設備投資額（概算）

（機器費）3,000,000ー


